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自
治
体
病
院
の
改
善
及
び
充
実
に
関
す
る
質
問
主
意
書

自
治
体
病
院
は
、
住
民
の
た
め
に
地
域
に
お
け
る
基
幹
病
院
・
中
核
病
院
と
し
て
高
度
の
医
療
機
器
を
備
え
、
医
療
水
準
の

向
上
等
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

し
か
る
に
、
全
国
の
自
治
体
病
院
の
多
く
は
、
国
の
「
三
位
一
体
改
革
」
「
医
療
費
抑
制
策
」
、
そ
し
て
「
医
療
制
度
改

革
」
の
名
に
よ
る
診
療
報
酬
の
引
き
下
げ
を
は
じ
め
入
院
期
間
の
短
縮
、
療
養
型
病
棟
の
削
減
、
患
者
負
担
増
、
自
宅
介
護
の

「
強
制
」
な
ど
の
締
め
付
け
に
よ
っ
て
、
医
師
確
保
の
困
難
さ
に
加
え
て
苦
し
い
経
営
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

地
方
自
治
体
の
中
に
は
、
財
政
難
等
の
た
め
に
赤
字
病
院
を
支
え
き
れ
ず
、
地
方
独
立
行
政
法
人
化
を
は
じ
め
運
営
主
体
を

民
間
の
医
療
法
人
に
移
す
「
民
営
化
」
、
「
縮
小
・
廃
止
」
へ
の
動
き
が
あ
る
な
ど
、
「
地
域
医
療
の
崩
壊
」
が
懸
念
さ
れ
て

い
る
。

地
方
自
治
体
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
厳
し
い
医
療
環
境
の
中
で
、
良
質
な
公
的
医
療
を
提
供
し
て
い
く
た
め
に
、
地
域
の

実
状
や
住
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
医
療
の
質
の
向
上
と
経
営
等
の
改
善
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
し
て
、
病
院
経
営
の
あ
り
方

に
つ
い
て
本
格
的
に
検
討
す
る
と
こ
ろ
が
出
始
め
て
い
る
。
住
民
は
、
民
間
医
療
機
関
で
は
担
う
こ
と
の
で
き
な
い
医
療
を
提

供
し
て
い
る
自
治
体
病
院
の
存
続
と
改
善
・
充
実
を
強
く
要
望
し
て
い
る
。

一



自
治
体
病
院
の
現
状
を
打
開
す
る
た
め
に
は
、
国
が
、
「
医
療
費
抑
制
策
」
、
「
医
療
制
度
改
革
」
を
根
本
的
に
見
直
す
と

と
も
に
、
抜
本
的
な
改
善
の
方
策
及
び
財
政
措
置
を
含
め
た
支
援
策
を
講
じ
て
地
方
自
治
体
と
連
携
し
て
取
り
組
む
べ
き
で
あ

る
。従

っ
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

自
治
体
病
院
の
役
割
に
つ
い
て

�

公
的
医
療
と
は
な
に
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
政
府
の
基
本
認
識
を
伺
い
た
い
。

�

自
治
体
病
院
の
責
務
と
役
割
に
対
す
る
国
の
方
針
を
伺
い
た
い
。

�

自
治
体
病
院
が
、
地
域
に
お
け
る
基
幹
病
院
・
中
核
病
院
と
し
て
果
た
し
て
い
る
役
割
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。
ま
た
、
そ
の
役
割
に
つ
い
て
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
、
見
解
を
伺
い
た
い
。

�

自
治
体
病
院
は
、
開
設
の
経
緯
、
立
地
条
件
、
規
模
、
診
療
内
容
に
よ
り
、
そ
の
役
割
、
使
命
も
一
様
で
は
な
い
が
、

民
間
医
療
機
関
で
は
取
り
組
み
に
く
い
高
度
・
先
進
・
特
殊
医
療
や
へ
き
地
医
療
、
救
急
、
精
神
、
リ
ハ
ビ
リ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
不
採
算
部
門
と
い
わ
れ
る
分
野
を
担
う
な
ど
、
住
民
の
命
と
健
康
を
守
る
た
め
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

お
り
、
今
後
も
、
不
採
算
分
野
を
含
め
て
良
質
の
公
的
医
療
を
継
続
的
に
提
供
し
て
い
く
こ
と
は
、
ま
す
ま
す
重
要
と
考

二



え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

�

地
域
医
療
が
崩
壊
し
、
救
急
医
療
な
ど
不
採
算
医
療
の
提
供
が
行
わ
れ
な
い
事
態
に
陥
っ
た
場
合
、
地
域
住
民
の
健
康

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
る
。
国
民
が
最
低
限
の
健
康
状
態
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
医
療
提
供
体
制
を
定

め
、
国
の
義
務
と
し
て
実
施
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
最
低
限
の
医
療
提
供
保
障
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

二

自
治
体
病
院
の
現
状
に
つ
い
て

�

自
治
体
病
院
の
経
営
等
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
事
情
や
医
療
提
供
体
制
等
に
よ
り
実
状
は
異
な
る
と
思
う
が
、

全
国
的
に
自
治
体
病
院
が
ど
の
よ
う
な
現
状
に
あ
る
か
、
例
え
ば
、
最
新
の
決
算
ベ
ー
ス
で
は
ど
う
な
の
か
、
五
年
前
、

一
〇
年
前
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
明
確
に
さ
れ
た
い
。

�

自
治
体
病
院
の
経
営
等
の
現
状
に
つ
い
て
政
府
の
所
見
を
伺
い
た
い
。

三

自
治
体
病
院
の
経
営
悪
化
の
要
因
に
つ
い
て

�

自
治
体
病
院
経
営
を
悪
化
さ
せ
て
い
る
要
因
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
具
体
的
に
伺
い
た
い
。

�

全
国
病
院
事
業
管
理
者
等
協
議
会
・
川
崎
市
病
院
事
業
管
理
者
の
武
弘
道
氏
は
、
こ
れ
ま
で
鹿
児
島
市
、
埼
玉
県
、
川

崎
市
の
自
治
体
で
病
院
事
業
管
理
者
と
し
て
八
つ
の
病
院
の
経
営
に
た
ず
さ
わ
り
、
患
者
本
位
の
医
療
を
目
標
に
改
革
を

三



進
め
ら
れ
、
収
支
の
改
善
、
医
療
の
質
の
向
上
、
住
民
の
信
頼
性
の
向
上
を
成
し
遂
げ
た
方
と
承
知
し
て
い
る
。

同
氏
は
、
自
治
体
病
院
の
経
営
悪
化
の
要
因
に
つ
い
て
�
薬
価
差
益
が
無
く
な
っ
た
�
国
の
医
療
費
抑
制
政
策
�
病
院

職
員
の
高
齢
化
に
伴
う
人
件
費
負
担
増
�
地
方
自
治
体
の
財
政
力
低
下
�
医
療
機
関
の
競
争
激
化
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の

五
つ
の
要
因
の
中
で
も
、
国
の
医
療
費
抑
制
策
が
大
き
い
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
要
因
が
か
ら
み
あ
っ
て
経
営
内
容
が

悪
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
に
つ
い
て
政
府
は
ど
う
考
え
る
の
か
。

�

国
の
「
医
療
費
抑
制
政
策
」
が
、
自
治
体
病
院
の
経
営
を
悪
化
さ
せ
る
根
本
的
な
要
因
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
、

政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

�

平
成
一
九
年
版
の
「
厚
生
労
働
行
政
年
次
報
告
」
の
骨
子
案
は
、
「
医
療
構
造
改
革
」
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
て
、
少
子
高

齢
化
の
進
展
に
伴
い
、
ベ
ッ
ト
数
の
抑
制
や
患
者
の
自
己
負
担
の
引
き
上
げ
な
ど
「
従
来
の
医
療
費
抑
制
策
は
限
界
に
達

し
て
い
る
」
と
記
述
し
て
い
る
旨
、
報
道
が
あ
る
。

骨
子
案
が
記
述
す
る
「
従
来
の
医
療
費
抑
制
策
は
限
界
に
達
し
て
い
る
」
と
の
理
由
及
び
「
医
療
費
抑
制
策
」
に
よ
る

現
状
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

四

自
治
体
病
院
の
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
つ
い
て

四



�

二
〇
〇
四
年
五
月
、
総
務
省
は
「
地
域
医
療
の
確
保
と
自
治
体
病
院
の
あ
り
方
等
に
関
す
る
検
討
会
」
を
設
置
し
、
同

年
一
一
月
に
報
告
書
を
ま
と
め
た
。
同
報
告
書
は
「
自
治
体
病
院
の
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
」
の
必
要
性
を
強
調
し
て

い
る
。
自
治
体
病
院
の
「
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
」
が
何
故
必
要
な
の
か
。

�

自
治
体
病
院
の
「
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
」
は
、
地
域
に
お
い
て
良
質
の
公
的
医
療
を
継
続
的
に
提
供
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

�

自
治
体
病
院
の
「
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
」
は
、
広
域
医
療
圏
（
二
次
医
療
圏
）
の
基
幹
・
中
核
と
な
る
病
院
に
医

師
や
医
療
ス
タ
ッ
フ
な
ど
を
集
約
化
し
医
療
機
能
を
充
実
さ
せ
、
一
方
で
周
辺
の
他
の
病
院
は
規
模
・
医
療
機
能
を
縮
小

す
る
、
あ
る
い
は
病
院
か
ら
診
療
所
に
し
て
配
置
す
る
と
い
う
構
想
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
急
性
期
医
療
は
、
基
幹
・
中

核
病
院
で
行
い
、
慢
性
期
・
回
復
期
医
療
は
、
そ
の
他
の
病
院
や
診
療
所
で
行
う
と
い
う
機
能
分
担
を
図
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

「
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
」
は
、
基
幹
・
中
核
病
院
の
近
隣
の
住
民
に
は
恩
恵
を
与
え
る
も
の
と
考
え
る
が
、
機
能

を
縮
小
さ
れ
た
医
療
機
関
の
周
辺
住
民
は
、
医
療
水
準
の
後
退
を
招
き
不
利
益
を
被
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
地
域
内
の
す
べ
て
の
住
民
が
一
定
水
準
の
医
療
を
享
受
で
き
る
と
い
う
機
会
を
失
す
る
こ
と
に
な
り
、
地
域
医
療

五



の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
、
医
療
格
差
を
助
長
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

�

総
務
省
は
、
山
形
県
置
賜
地
域
で
の
自
治
体
病
院
の
「
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
」
を
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
し
て
紹
介
し

て
い
る
。
「
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
」
し
て
機
能
分
担
し
た
が
、
現
実
に
は
、
拠
点
病
院
と
し
て
高
度
機
能
を
備
え
た

新
し
い
中
核
病
院
に
は
、
受
診
者
・
患
者
が
集
中
し
、
医
療
機
能
を
縮
小
し
診
療
科
の
少
な
い
既
存
病
院
や
診
療
所
（
サ

テ
ラ
イ
ト
）
は
、
受
診
者
・
患
者
が
減
少
し
て
経
営
難
に
拍
車
を
か
け
る
事
態
に
直
面
し
て
い
る
。
病
院
関
係
者
は
、

「
サ
テ
ラ
イ
ト
に
は
、
診
療
科
に
必
要
な
医
師
が
配
置
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
患
者
が
拠
点
病
院
に
集
ま
る
」
と
指
摘
し

て
い
る
。
地
域
全
体
の
公
的
医
療
の
質
の
維
持
や
医
師
不
足
が
解
消
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
模
様

で
あ
る
。

診
療
所
と
病
院
の
役
割
が
明
確
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
病
院
医
師
の
過
度
の
労
働
環
境
を
生
み
だ
し
て
い
る
と
考
え

る
。
診
療
所
と
病
院
の
役
割
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

�

山
形
県
置
賜
地
域
の
「
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
」
の
効
果
及
び
課
題
と
問
題
点
に
つ
い
て
、
政
府
の
所
見
を
伺
い
た

い
。

�

総
務
省
は
、
「
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
」
に
類
似
す
る
取
組
事
例
と
し
て
、
高
知
県
と
高
知
市
が
、
一
部
事
務
組
合

六



「
高
知
県
・
高
知
市
病
院
組
合
」
を
設
立
し
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
に
よ
り
、
新
た
な
病
院
を
整
備
す
る
に
あ
た
り
、
高
知
県
立
中
央

病
院
と
高
知
市
立
市
民
病
院
を
統
合
し
て
新
た
な
基
幹
病
院
を
整
備
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
取
組
を
注
目
し
、
「
住

民
に
と
っ
て
、
あ
る
べ
き
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
う
し
た
再
編
が
進
む
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
」
と
紹
介

し
て
い
る
。

高
知
市
の
高
知
医
療
セ
ン
タ
ー
は
、
県
立
、
市
立
の
基
幹
病
院
を
統
合
し
て
二
年
前
に
新
た
な
基
幹
病
院
と
し
て
開
設

し
た
高
度
・
先
進
医
療
等
の
機
関
で
あ
る
。
病
院
経
営
の
厳
し
い
状
況
か
ら
経
営
効
率
化
等
の
た
め
に
、
病
院
建
設
か
ら

運
営
ま
で
を
民
間
委
託
す
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
を
全
国
に
先
駆
け
て
導
入
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
経
営

状
況
だ
け
を
み
れ
ば
経
常
収
支
は
、
二
〇
〇
五
年
度
約
一
七
億
五
千
万
円
、
二
〇
〇
六
年
度
二
二
億
三
千
万
円
、
二
〇
〇

七
年
度
も
一
六
億
以
上
の
赤
字
が
見
込
ま
れ
る
模
様
で
あ
る
。

再
編
・
統
合
を
し
た
高
知
医
療
セ
ン
タ
ー
が
Ｐ
Ｆ
Ｉ
を
導
入
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

の
か
、
ま
た
、
経
営
状
況
は
赤
字
が
続
き
厳
し
い
状
況
に
あ
る
が
、
同
セ
ン
タ
ー
の
再
編
・
統
合
の
効
果
及
び
課
題
と
問

題
点
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

�

自
治
体
病
院
の
「
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
」
計
画
が
、
地
域
医
療
の
後
退
や
崩
壊
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
住
民

七



不
在
で
推
進
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
計
画
は
、
住
民
、
病
院
・
医
療
関
係
者
、
地
方
自
治
体
が
英

知
を
結
集
し
、
病
院
経
営
の
現
状
分
析
と
と
も
に
医
療
の
目
指
す
べ
き
方
向
や
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
慎
重
か
つ
十
分
な

検
討
を
重
ね
、
住
民
の
理
解
と
合
意
を
得
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

五

地
方
独
立
行
政
法
人
化
等
に
つ
い
て

�

現
在
、
地
方
公
営
企
業
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る
自
治
体
病
院
数
は
ど
の
く
ら
い
か
、
都
道
府
県
別
・
市
町
村
別
及
び
経

営
主
体
別
（
県
立
等
）
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
病
院
全
体
の
何
割
を
占
め
て
い
る
の
か
。

�

地
方
自
治
体
に
お
い
て
は
、
自
治
体
病
院
の
経
営
の
悪
化
や
医
師
不
足
等
の
た
め
に
厳
し
い
状
況
に
直
面
し
て
い
る
下

で
、
病
院
の
「
再
編
・
統
廃
合
」
の
動
き
に
加
え
て
経
営
形
態
等
の
見
直
し
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
背
景
に
は

政
府
の
方
針
が
あ
る
。

総
務
省
は
、
二
〇
〇
四
年
四
月
、
自
治
体
に
対
し
て
「
地
方
公
営
企
業
の
経
営
の
総
点
検
に
つ
い
て
」
の
通
知
を
発
出

し
、
病
院
等
の
地
方
公
営
企
業
に
つ
い
て
、
そ
の
必
要
性
の
是
非
を
見
直
し
て
、
民
間
移
譲
、
民
営
化
、
廃
止
な
ど
を
進

め
る
旨
、
指
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
五
年
三
月
の
「
新
地
方
行
革
指
針
」
で
は
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
、
地
方
独
立
行
政
法

人
、
指
定
管
理
制
度
な
ど
の
ツ
ー
ル
の
活
用
に
よ
り
、
「
経
営
の
合
理
化
・
効
率
化
」
を
求
め
て
い
る
。
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さ
ら
に
二
〇
〇
五
年
一
一
月
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
の
「
総
人
件
費
改
革
基
本
指
針
」
で
は
、
「
民
間
で
で
き
る
こ
と

は
民
間
で
」
の
原
則
で
、
「
地
方
公
務
員
の
定
員
の
縮
減
・
地
方
独
立
行
政
法
人
化
（
非
公
務
員
型
）
、
民
営
化
等
を
進

め
る
」
と
し
て
い
る
。

病
院
経
営
が
厳
し
い
状
況
に
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
「
効
率
化
・
合
理
化
」
の
た
め
に
民
営
化
等
す
る
こ
と
に
な
れ

ば
、
自
治
体
病
院
が
果
た
し
て
き
た
良
質
の
公
的
医
療
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

�

自
治
体
病
院
の
経
営
形
態
等
に
つ
い
て
、
�
指
定
管
理
制
度
�
Ｐ
Ｆ
Ｉ
�
社
会
医
療
法
人
制
度
�
民
間
移
譲
（
民
設
民

営
）
�
地
方
独
立
行
政
法
人
（
非
公
務
員
型
及
び
公
務
員
型
）
�
地
方
公
営
企
業
の
全
部
適
用
�
地
方
公
営
企
業
の
一
部

適
用
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
概
要
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

二
〇
〇
五
年
度
以
降
、
自
治
体
病
院
が
、
民
間
移
譲
、
指
定
管
理
制
度
、
地
方
独
立
行
政
法
人
等
に
移
譲
、
移
行
し
た

実
態
に
つ
い
て
、
各
都
道
府
県
、
市
町
村
毎
に
、
�
で
挙
げ
た
�－

�
の
経
営
形
態
別
に
そ
の
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

�

現
在
、
地
方
独
立
行
政
法
人
等
を
検
討
中
の
地
方
自
治
体
に
つ
い
て
、
�
と
同
様
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

自
治
体
病
院
の
改
善
策
等
に
つ
い
て
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�

自
治
体
病
院
の
医
療
の
質
の
向
上
や
経
営
等
を
改
善
・
充
実
す
る
た
め
に
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
緊
急
対
策
及
び
中
長

期
の
抜
本
的
対
策
及
び
方
針
を
持
っ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

自
治
体
病
院
の
「
再
編
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
」
に
よ
る
役
割
と
機
能
の
分
担
、
地
方
独
立
行
政
法
人
化
や
民
営
化
な
ど

の
経
営
形
態
等
の
移
譲
、
移
行
で
は
、
不
採
算
医
療
と
い
う
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
病
院
の
状
況
を
打
開
で
き
な
い

も
の
と
考
え
る
。
ま
た
、
良
質
な
公
的
医
療
の
提
供
は
困
難
と
な
り
、
さ
ら
に
医
療
の
格
差
を
生
じ
さ
せ
地
域
医
療
の
崩

壊
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
と
考
え
る
。
併
せ
て
政
府
の
見
解
を
問
う
。

�

自
治
体
病
院
の
経
営
悪
化
、
医
師
不
足
の
根
本
的
要
因
で
あ
る
「
医
療
費
抑
制
」
「
医
療
制
度
改
革
」
を
根
本
的
に
見

直
す
よ
う
に
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。
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